
- 1 - 

条  例  の  概  要 

議案第２７号 専決処分の承認を求めることについて（専決第２号） 

・幸手市税条例等の一部を改正する条例 

１ 内  容 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令和２年

３月３１日に公布され、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）が一部

改正（令和２年４月１日施行）されたことに伴う所要の改正 

(1) 個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等

申告書に関する規定の改正 

給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者に該当する場合

においてその旨の申告書への記載を不要とすることに伴う所要の改正 

 （第１条中第３６条の３の２及び第３６条の３の３関係） 

(2) 固定資産税の納税義務者等に関する規定の整備 

調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない

場合、事前に使用者に対して通知した上で、使用者を所有者とみなし

て、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課することができる規

定を追加 

（第１条中第５４条第５項関係） 

(3) 現所有者の申告に関する規定の新設 

登記簿上又は補充課税台帳に所有者として、登記又は登録がされて

いる個人が死亡している場合における現所有者に、賦課徴収に必要な

事項を申告させることができる規定を新設 

（第１条中第７４条の３関係） 

(4) たばこ税の課税免除に関する規定の整備 

たばこ税の課税免除の適用に当たって必要な手続を簡略化 

（第１条中第９６条第２項及び第３項関係） 

(5) 肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例について、

適用期限を３年延長 

（第１条中附則第８条関係） 
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(6) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例について、適用期限を３年延長 

（第１条中附則第１７条の２関係） 

(7) 改元に伴う元号表記の改正 

(8) その他地方税法の一部改正に伴う所要の規定の整備 

 

２ 施行期日 

 令和２年４月１日 

 

議案第２８号 専決処分の承認を求めることについて（専決第３号） 

・幸手市都市計画税条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）が令和２年

３月３１日に公布され、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）が一部

改正（令和２年４月１日施行）されたことに伴う所要の改正 

項ずれに伴う引用条項の整理、改元に伴う元号表記の改正その他所要

の改正     

（第２条第２項並びに附則第３項から附則第５項まで、附則第７項から

附則第１２項まで、附則第１４項、附則第１５項及び附則第１８項関

係） 

２ 施行期日 

令和２年４月１日 
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議案第２９号 専決処分の承認を求めることについて（専決第４号） 

・幸手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和２年政令第１０９号）が

令和２年３月３１日に公布され、地方税法施行令（昭和２５年政令第２

４５号）が一部改正（令和２年４月１日施行）されたことに伴う所要の

改正 

(1) 国民健康保険税の減額に係る軽減判定の改正 

ア ５割軽減の判定所得の算定の際に被保険者数に２８万円を乗じて

算定していたが、これを２８万５，０００円とするための改正    

軽減区分 軽 減 判 定 所 得 額 

５割軽減 

３３万円＋（被保険者数）×２８万円以下 

↓ 

３３万円＋（被保険者数）×２８万５，０００円以下 

（第２１条第２号関係） 

イ ２割軽減の判定所得の算定の際に被保険者数に５１万円を乗じて

算定していたが、これを５２万円とするための改正 

軽減区分 軽 減 判 定 所 得 額 

２割軽減 

３３万円＋（被保険者数）×５１万円以下 

↓ 

３３万円＋（被保険者数）×５２万円以下 

（第２１条第３号関係） 

２ 施行期日等 

(1) 施行期日 

令和２年４月１日 

 (2) 適用区分 

改正後の幸手市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年

度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康

保険税については、なお従前の例による。 
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議案第３０号 専決処分の承認を求めることについて（専決第５号） 

・幸手市介護保険条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の

一部を改正する政令（令和２年政令第９８号）が令和２年３月３０日に

公布され、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）が一部改正

（令和２年４月１日施行）されたことに伴う所要の改正 

(1) 所得段階に応じて区分される第１号被保険者の保険料率のうち、令

和２年度における第１段階から第３段階までの保険料率について、次

のとおり減額賦課規定を改正 

所得段階 改正前（年額） 改正後（年額） 

第１段階 ２４，３００円 

※  第５項の減額賦課規定に

より１７，５００円 

２４，３００円 

※  第５項の減額賦課規定に

より１３，５００円 

第２段階 ３２，４００円 

※  第６項の減額賦課規定に

より２５，６００円 

３２，４００円 

※  第６項の減額賦課規定に

より１８，９００円 

第３段階 ３７，８００円 

※  第７項の減額賦課規定に

より３６，５００円 

３７，８００円 

※  第７項の減額賦課規定に

より３５，１００円 

（第３条第５項、第６項及び第７項関係） 

(2) 改元に伴う元号表記の改正 

２ 施行期日等 

 (1) 施行期日 

令和２年４月１日 

(2) 経過措置 

改正後の幸手市介護保険条例第３条の規定は、令和２年度分の保険

料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従

前の例による。 
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条  例  案  の  概  要 

議案第３２号 幸手市税条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴う必要な規定

の整備 

 (1)  個人市民税関係 

  ア 個人の市民税の非課税の範囲に関する規定の整備 

非課税措置について、婚姻歴の有無による不公平を解消するた

め、現行の寡夫に対する非課税措置を見直し、未婚のひとり親で扶

養する子を有する者（以下「ひとり親」という。）を対象に追加 

（第１条中第２４条関係） 

  イ 個人の市民税の所得控除に関する規定の整備 

上記アのひとり親を所得控除の対象に追加 

（第１条中第３４条の２関係） 

 (2) 法人市民税関係 

  ア 個別帰属法人税額の廃止 

通算法人について課税標準を法人税額とすることに伴う規定の削

除 

  イ 連結納税の廃止 

法人税において通算法人ごとに申告等を行うこととすることに伴

う規定の整理 

（第２条中第３１条、第４８条、第５０条及び第５２条関係） 

 (3) たばこ税関係 

    重量に応じて課税されている軽量な葉巻たばこ（１本当たり１グ

ラム未満）について、紙巻たばこと同等の税負担となるよう、たば

こ税の課税標準を段階的（令和２年１０月・令和３年１０月）に引

き上げるもの  

ア １本当たりの重量が「０．７グラム未満の軽量な葉巻たばこ」を

「０．７本の紙巻たばこ」に換算（紙巻たばこの７割の税負担） 

（第１条中第９４条関係） 

イ １本当たりの重量が「１グラム未満の軽量な葉巻たばこ」を「１

本の紙巻たばこ」に換算（紙巻たばこと同等の税負担） 
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（第２条中第９４条関係） 

(4) 長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例関係 

居住の用、事業の用その他の用途に供されておらず、又はその利

用の程度が周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用

途に供されている土地の利用の程度に比べ著しく劣っていると認め

られる土地などの低未利用土地等を譲渡した場合に１００万円の特

別控除を適用 

（第１条中附則第１７条関係） 

 (5) 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影

響に伴う課税の特例措置に関する規定の整備 

ア 固定資産税の課税標準の特例関係 

   (ｱ) 中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標

準の特例に関する規定の整備 

一定の中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する一

定の家屋及び償却資産に対して課する令和３年度分の固定資産税

の課税標準については、新型コロナウイルス感染症及びそのまん

延防止のための措置の影響により令和２年２月から同年１０月ま

での間における連続する３月の期間の当該中小事業者等の収入の

合計額を当該期間の初日の１年前の日から起算して３月を経過す

る日までの期間の当該中小事業者等の収入の合計額で除して得た

割合（以下「事業収入割合」という。）が１００分の５０以下と

なる場合、その価格に零（事業収入割合が１００分の７０以下と

なる場合は、その価格に２分の１）を乗じて得た額とする。 

（第１条中附則第１０条関係） 

 (ｲ) 先端設備等に該当する家屋及び構築物に対する固定資産税の課

税標準の特例に関する規定の整備 

      中小事業者等が令和２年４月３０日から令和３年３月３１日ま

での間に取得した生産性向上特別措置法に規定される先端設備等

に該当する一定の家屋及び構築物について、当該家屋及び構築物

に対して新たに固定資産税が賦課されることとなった年度から３

年度間は、固定資産税の課税標準を零とする。 

  （第１条中附則第１０条の２関係） 
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  イ 軽自動車税関係 

     令和元年１０月１日から令和２年９月３０日までに取得した自家

用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに係る環境性能割の非

課税措置及び税率の特例措置の適用期限を６月延長し、令和３年３

月３１日までに取得したものを対象とする。 

（第１条中附則第１５条の２関係） 

  ウ 徴収猶予の特例に係る手続関係 

徴収猶予の特例に係る手続のうち、徴収猶予を申請した者が申請

書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた場

合、その旨の通知を受けた日から当該申請書の訂正又は添付すべき

書類の訂正若しくは提出をしなければならない期間については、条

例第９条第７項に規定する「２０日」を準用する規定を新設 

                   （第１条中附則第２４条関係） 

エ 個人の市民税の寄附金税額控除の特例関係 

所得割の納税義務者が新型コロナウイルス感染症及びまん延防止

のための措置の影響により、新型コロナウイルス感染症特例法第５

条第４項に規定する指定行事のうち、市長が指定するものの中止若

しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料

金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部

の放棄を令和２年２月１日から令和３年１２月３１日までにした場

合には、当該納税義務者がその放棄した日の属する年中にその放棄

をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額の合計額

（２０万円を超える場合は、２０万円）の寄附金を支出したものと

みなし、寄附金税額控除を適用 

（第２条中附則第２５条関係） 

  オ 住宅借入金等特別税額控除の特例関係 

個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除について、住宅の新築

取得等で特例取得に該当するものをした者が新型コロナウイルス感

染症及びまん延防止のための措置の影響により、当該特別税額控除

の要件である令和２年１２月３１日までにその者の居住の用に供す

ることができなかった場合において、令和３年１月１日から同年１

２月３１日までの間に居住の用に供したときは、住宅借入金等特別
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税額控除の適用期限を令和１５年度から令和１６年度分の個人の市

民税まで延長 

    （第２条中附則第２６条関係） 

 (6) その他地方税法の一部改正に伴う所要の規定の整備 

２ 施行期日 

 (1) 上記１内容(5)ア固定資産税の課税標準の特例関係に関する規定、

上記１内容(5)イ軽自動車税関係に関する規定及び上記１内容(5)ウ

徴収猶予の特例に係る手続関係に関する規定 公布の日 

 (2) 上記１内容(3)たばこ税関係アに関する規定  令和２年１０月１日 

 (3) 上記１内容(1)個人市民税関係に関する規定、上記１内容(5)エ個

人の市民税の寄附金税額控除の特例関係に関する規定及び上記１内

容(5)オ住宅借入金等特別税額控除の特例関係に関する規定 令和３

年１月１日 

 (4) 上記１内容(3)たばこ税関係イに関する規定 令和３年１０月１日 

 (5) 上記１内容(2)法人市民税関係に関する規定 令和４年４月１日 

 (6) 上記１内容(4)長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例関係

に関する規定 土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律

第１２号）附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の

翌年の１月１日 

  

議案第３３号 幸手市都市計画税条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴う必要な規定

の整備 

  地方税法において、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等

の家屋及び償却資産に対する都市計画税の課税標準の特例に関する規定

が新設されたこと及び条ずれに伴う引用条項の整理 

（附則第１８項関係） 

２ 施行期日 

公布の日。ただし、第２条の規定は、令和３年１月１日 
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議案第３４号 幸手市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等（給与等の支払を受

けている被保険者に限る。）に対し、傷病手当金を支給するために必要

な規定の整備 

(1) 国民健康保険における傷病手当金を支給するための改正 

ア 対象者  

給与等の支払を受けている被保険者のうち、新型コロナウイルス

感染症に感染した者又は発熱等の症状があり感染が疑われる者 

イ 支給対象となる日数 

  労務に服することができなくなった日から起算して３日を経過し

た日から労務に服することができない期間のうち就労を予定してい

た日 

ウ 支給額 

  １日当たりの支給額［（直近の継続した３月間の給与収入の合計

額を就労日数で除した金額）×２/３］×支給対象となる日数 

エ 傷病手当金と給与等との調整に関する規定の整備 

（附則第２条から第４条まで関係） 

２ 施行期日等 

公布の日から施行し、改正後の附則第２条から第４条までの規定は、

傷病手当金の支給を始める日が令和２年１月１日から規則で定める日ま

での間に属する場合に適用する。 

議案第３５号 幸手市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

 埼玉県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例（平成

１９年広域連合条例第２４号。以下「広域連合条例」という。）の一

部改正に伴う所要の改正 

 市において行う事務に、広域連合条例附則第５条に定める新型コロ

ナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に係

る申請書の提出の受付を追加 

（第２条関係） 
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２ 施行期日 

  公布の日 

議案第３６号 幸手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例  

１ 内  容 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働

省令第６１号）の一部改正に伴う所要の改正 

(1) 代替保育の提供に係る連携施設の確保の見直し 

代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると市長

が認める場合であって、必要な要件を全て満たしたときは、連携協

力を行う小規模保育事業Ａ型事業者等を確保することをもって、代

替保育の提供に係る連携施設を確保することに代えることができる

こととする。 

（第６条第２項及び第３項関係） 

(2) 卒園後の受入先としての連携施設の確保の見直し 

ア  家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際し、利用乳幼児

の保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供され

るよう必要な措置を講じているときは、卒園後の受入先としての連

携施設の確保を不要とする。 

イ 家庭的保育事業者等による卒園後の受入先としての連携施設の確

保が著しく困難であると認めるときは、連携施設の確保を不要と

し、代わりに一定の要件を満たす連携協力を行う者を確保しなけれ

ばならないこととする。 

（第６条第４項及び第５項関係） 

(3) 食事の提供の特例の追加 

利用乳幼児に対する食事の提供について、当該食事を調理し家庭

的保育事業所等に搬入することができる施設に、保育所、幼稚園、

認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち一定の要

件を満たす事業者を追加する。 

（第１６条第２項関係） 
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(4) 居宅訪問型保育事業の保育の提供を受ける乳幼児の明確化 

居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に、

保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由

により家庭での養育を受けることが困難な乳幼児を追加し、居宅訪

問型保育事業者は当該乳幼児に対する保育を提供するものとする。 

（第３７条第４号関係） 

(5) 保育所型事業所内保育事業を行う者における連携施設の確保の見

直し 

満３歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業を

行う者について、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受

入先としての連携施設の確保を不要とする。 

（第４５条第２項関係） 

(6) 食事の提供（自園調理の実施）に係る経過措置の一部延長 

幸手市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年条例第１７号。以下「条例」という。）の施行日後に

家庭的保育事業の認可を得た施設等については、条例の施行の日か

ら起算して５年を経過する日までの間は、条例で定める食事の提供

（自園調理の実施）の基準を適用しないことができる経過措置の期

間を、一部の基準に限り１０年に延長するとともに、その間、自園

調理を行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない

こととする。 

（附則第２条第２項関係） 

(7) 連携施設の確保に係る経過措置の延長 

家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）

は、連携施設の確保が著しく困難であって、適切な支援を行うこと

ができると市が認める場合は、この条例の施行の日から起算して５

年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる経

過措置の期間を１０年に延長する。 

（附則第３条関係） 

(8) その他所要の改正 

２ 施行期日 

公布の日 
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議案第３７号 幸手市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一

部改正に伴う所要の改正 

特定地域型保育事業者における連携施設の確保に関する規定の見直し 

(1) 次のいずれかに該当するときは、特定地域型保育事業所卒園後

の受入先としての連携施設の確保を不要とする。 

ア 特定地域型保育の提供の終了に際し、特定地域型保育事業者に

よる特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保育認定子ど

もに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必

要な教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

イ 連携施設の確保が著しく困難な場合であると認めるとき。 

(2) 上記(1)の見直しに伴う所要の改正 

（第４２条第４項及び第５項関係） 

２ 施行期日 

  公布の日 

 

議案第３８号 幸手市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

１ 内  容 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚

生労働省令第６３号）の一部改正に伴う所要の改正 

放課後児童支援員の資格要件に関する規定の整備 

放課後児童支援員の資格要件である修了すべき研修について、これま

での都道府県知事と指定都市の長に加え、中核市の長も行うことができ

るようになり、いずれかの研修を修了しなければならないこととされた

ことから、条例で定める放課後児童支援員が修了すべき研修に中核市の

長が行う研修を追加する。 

（第１０条第３項関係） 

２ 施行期日 

  公布の日 


